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衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
の
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
及
び
二
の
�
に
つ
い
て

外
務
大
臣
及
び
防
衛
庁
長
官
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
事
務
当
局
が
作
成
し
た
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
（
以
下
「
指
針
」

と
い
う
。
）
の
和
文
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
事
務
当
局
か
ら
の
説
明
を
受
け
、
平
成
九
年
九
月
二
十
三
日
に
最
終
的
に
了
承

し
た
が
、
そ
の
際
、
防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
規
則
に
規
定
し
て
い
る
決
裁
の
手
続
は
経
て
い
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

指
針
の
和
文
テ
キ
ス
ト
の
作
成
に
関
す
る
事
務
を
担
当
し
た
の
は
、
外
務
省
に
お
い
て
は
主
と
し
て
北
米
局
で
あ
り
、
防

衛
庁
に
お
い
て
は
主
と
し
て
防
衛
局
で
あ
る
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
文
書
に
該
当
す
る
も
の
は
、
防
衛
庁
に
お
い
て
作
成
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
報
告
書
、
報
道
関
係
者
用
資
料
等

多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
す
べ
て
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
最
近
の
例
と
し
て
は
、
「T

he
N
ew

G
uidelines

新
・
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
」
と
題
す
る
文
書
、
「
調
達
改
革
の
具
体
的
措
置
」
と
題
す
る
文
書

（
平
成
十
一
年
四
月
二
日
付
け
）
、
「
日
米
防
衛
首
脳
会
談
の
概
要
」
と
題
す
る
文
書
（
平
成
十
二
年
三
月
十
六
日
付
け
）

一



と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
同
様
な
性
格
を
持
つ
文
書
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
御
指
摘
の
「
防
衛
庁
に
お
い

て
発
す
る
文
書
」
は
、
あ
く
ま
で
も
、
防
衛
庁
に
お
い
て
作
成
す
る
文
書
に
つ
い
て
規
律
し
て
い
る
「
防
衛
庁
に
お
け
る
文

書
の
形
式
に
関
す
る
訓
令
」
（
昭
和
三
十
八
年
防
衛
庁
訓
令
第
三
十
八
号
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
外
務

省
に
お
い
て
作
成
す
る
文
書
に
つ
い
て
、
お
尋
ね
の
「
同
様
な
性
格
を
も
つ
文
書
」
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

「
防
衛
庁
に
お
け
る
文
書
の
形
式
に
関
す
る
訓
令
」
第
三
条
の
規
定
す
る
「
防
衛
庁
に
お
い
て
発
す
る
文
書
」
と
は
、
告

示
、
訓
令
、
達
、
行
動
命
令
、
一
般
命
令
、
個
別
命
令
、
日
日
命
令
、
指
示
、
指
令
及
び
通
達
類
で
あ
る
が
、
「
防
衛
庁
文

書
処
理
規
則
」
（
昭
和
三
十
年
防
衛
庁
訓
令
第
五
十
三
号
）
に
基
づ
き
、
防
衛
庁
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
文
書
は
、
こ
れ
ら

の
文
書
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

外
務
大
臣
及
び
防
衛
庁
長
官
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
条
に
基
づ
く
外
務
省
及

二



び
防
衛
庁
の
事
務
を
統
括
す
る
権
限
に
よ
り
、
指
針
の
英
文
テ
キ
ス
ト
及
び
和
文
テ
キ
ス
ト
を
了
承
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
了
承
は
、
文
書
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

日
米
防
衛
協
力
小
委
員
会
に
お
い
て
指
針
を
作
成
す
る
際
、
英
文
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
米
側
と
調
整
を
行
っ
た
の
は
、
作

業
の
便
宜
上
英
語
を
作
業
言
語
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
指
針
の
和
文
テ
キ
ス
ト
は
、
�
旧
指
針
の
和
文
テ
キ
ス
ト
と
の
整
合
性
、
�
指
針
の
見
直
し
に
際
す
る
米
側
と
の

協
議
の
経
過
等
を
踏
ま
え
、
ま
た
、
日
本
語
と
し
て
文
脈
上
最
も
適
し
た
表
現
と
な
る
よ
う
留
意
し
、
政
府
部
内
に
お
い
て

最
善
の
努
力
を
払
っ
て
作
成
し
、
公
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
安
全
保
障
会
議
に
お
い
て
は
、
審
議
の
便
宜
上
和
文
テ
キ
ス
ト

を
使
用
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
、
こ
れ
を
審
議
の
対
象
と
し
た
。

な
お
、
二
国
間
で
作
成
さ
れ
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
際
約
束
を
解
釈
す
る
上
で
権
威
を
有
す

る
正
文
を
署
名
等
の
手
続
に
よ
り
確
定
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
指
針
は
国
際
約
束
で
は
な
く
、
指
針
に

お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
正
文
は
存
在
し
な
い
。
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